
告 示

�愛媛県告示第１２５３号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成１９年６月２０日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘５毛 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘
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（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

２～７ 省略 ２～７ 省略

�愛媛県告示第１２５４号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成１９年６月２０日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

愛 媛 県 報平成１９年７月１７日 第１８７９号

８０６



に貸

し付

ける

場合

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

に貸

し付

ける

場合

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年４

厘

年４

厘

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年４

厘

年４

厘

８ 省略 ８ 省略

愛 媛 県 報平成１９年７月１７日 第１８７９号

８０７



��������������

��������������

�愛媛県告示第１２５５号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１９年７月１７日から７月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１２５６号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１９年７月１７日から７月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１２５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項の規定により、道

路と他の工作物との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり

協議が成立した。

その関係図書は、愛媛県庁及び今治地方局建設部に備え置いて縦

覧に供する。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の種類及び路線名

一般県道弓削島循環線

２ 他の工作物の名称

弓削港海岸保全施設

３ 兼用工作物の位置

越智郡上島町弓削土生１０５番地先から同町弓削大田１９０番１地

先（１工区）、同町弓削大田１０８番地先から同９９番地先（２－２

工区）及び同町下弓削２０９番地先から同１２１番６地先（３工区）

まで

４ 兼用工作物の管理を行う者の氏名及び住所

海岸管理者 愛媛県知事 加戸 守行

住所 愛媛県松山市御宝町１１９番１

道路管理者 愛媛県知事 加戸 守行

住所 愛媛県松山市御宝町１１９番１

５ 管理の内容

� 兼用工作物の新設（道路の附属物に係るものに限る。以下同

じ。）、改築、維持又は修繕は、道路専用施設（路面（路盤ま

での部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道

路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）につい

て道路管理者が、当該施設以外の部分については、海岸管理者

が行うものとする。

� 兼用工作物の災害復旧は、次の各号に揚げる者が行うものと

する。ただし、第１号又は第２号に揚げる場合においても、特

に緊急に災害復旧を行う等の必要があるときは、その都度協議

して定めるところにより、海岸管理者又は道路管理者がこれを

行うものとする。

一 もっぱら道路専用施設に係る場合

道路管理者

二 もっぱら道路専用施設以外の部分に係る場合

海岸管理者

� 前２項の規定によるほか、海岸法又は同法に基づく命令の規

定による兼用工作物の管理は海岸管理者が、道路法又は同法に

基づく命令の規定による兼用工作物の管理は道路管理者が行う

ものとする。

６ 管理の期間

平成１９年７月１７日から当該路線を廃止する日又は海岸の公用を

廃止する日まで

�愛媛県告示第１２５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 辰巳伊予和気停車場線
松山市太山寺町１５４３番６から

同市太山寺町１４６５番１１まで
平成１９年７月１７日

愛 媛 県 報平成１９年７月１７日 第１８７９号
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�愛媛県告示第１２６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 和気衣山線
松山市西長戸町３０５番５から

同市西長戸町３０９番２まで

旧 １１．０～１３．７ ０．０８８

新 １２．０～１７．０ ０．０８８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 和気衣山線
松山市西長戸町３０５番５から

同市西長戸町３０９番２まで
平成１９年７月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号 大洲市肱川町宇和川３３８０番３

旧 １６．５～２８．０ ０．１８７

新 ２４．９～４１．２ ０．１８７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城川梼原線
西予市城川町窪野５２０５番３から

同市城川町窪野５２１３番３まで

旧 ４．２～１１．２ ０．３４０

新 １０．５～３６．０ ０．３４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城川梼原線
西予市城川町窪野５２０５番３から

同市城川町窪野５２１３番３まで
平成１９年７月１７日

愛 媛 県 報平成１９年７月１７日 第１８７９号
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�愛媛県告示第１２６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部及び愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部及び愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線 喜多郡内子町大瀬南４３５番３

旧 ６．３～７．０ ０．０１０

新 １０．４～１１．２ ０．０１０

〃 〃 喜多郡内子町大瀬南４３５番２

旧 ６．１～７．２ ０．０１１

新 １４．７～１６．３ ０．０１１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 池田中山線 喜多郡内子町大瀬南４３５番３ 平成１９年７月１７日

〃 〃 喜多郡内子町大瀬南４３５番２ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 網代鳥越線
宇和島市津島町成４７４番９から

南宇和郡愛南町油袋３番１まで

旧 ６．５～１２．０ ０．１７９

新 ７．９～５９．０
６．５～１２．０

０．１７０
０．１７９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町油袋３番１から

宇和島市津島町成４７９番６まで
平成１９年７月１７日

愛 媛 県 報平成１９年７月１７日 第１８７９号

８１０
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１９年７月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

地上系防災通信システムの購入

� 購入物品名及び数量

地上系防災通信システム１式

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２０年３月２５日

� 納入場所

仕様書による。

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成１８年度及び平成１９年度の製造の請負等

に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、

次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されていること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課用品調達係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

平成１９年８月２７日（月）午前１０時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１９年８月２７日（月）午前１０時３０分

愛媛県庁舎 総務管理課入札室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条の規定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た物品を納入できることを証明する書類を、入札書の提出に

先立って提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場

合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は封印し、受領期限までに提出しなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� 契約の成立

ア この公告に示した物品に係る売買契約は、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号の規定に基づく愛媛

県議会の議決を得たときに成立する。

イ 落札者の決定後、売買契約の締結までの間において、当該

落札者が２�に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場
合には、当該売買契約を締結しないことがある。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Communication system for disaster prevention，１ set

� Time limit of tender：１０：３０ a．m．，２７ August２００７

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，General Administration Division，

General Affairs Department，Ehime Prefectural Government，

４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

平成１９年７月１７日 発行

愛 媛 県 報平成１９年７月１７日 第１８７９号
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